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デジタル化の進展による電子商取引の拡大や高齢化の進行、成年年齢の引下げなど、経済・社会が変化
する中、消費者問題はより多様化・複雑化し、被害もより深刻化しています。
そのため、消費生活相談員の増員をはじめとする相談窓口の充実や消費者の自立を支援する対策を講じ
ていますが、依然として消費者トラブルは後を絶ちません。
令和5年度（2023年度）に、県・市町村に寄せられた消費生活相談は約5万2千件で、その4割近くを60
歳以上の高齢者が占めるとともに、インターネット通販のトラブルや、訪問販売による不必要なリフォーム工
事・水回り修理等を勧める悪質商法（いわゆる点検商法等）に係る相談が数多く寄せられています。
このため、消費生活相談体制や国や市町村との連携、家族や地域による見守り体制のより一層の充実な
ど、消費者トラブルを未然に防ぎ、消費者の安全・安心を確保するための取組が求められています。
また、消費者自身が正しい情報を見極める力、合理的に判断し考える力など、消費者被害防止に向け必
要な能力・知識を身に付けるため、市町村や教育関係機関、消費者団体、事業者団体などの関係機関と共
に消費者教育を推進する必要があります。
一方で、事業者などに対する正当な理由がない過度な要求や不当な言いがかりなど、著しい迷惑行為が
問題となっており、消費者においても、意見や主張がきちんと相手に伝わるよう、適切な行動をとることが
必要です。
さらに、近年、消費者には、商品やサービスの選択に当たり、障害のある人の支援につながる商品、フェ
アトレード※商品、エコ商品、地産地消や被災地産品の消費など、人、社会、環境及び地域に配慮した消費
をする「エシカル消費」を意識した行動が求められています。
そのほか、食による最も身近な健康被害である食中毒事件が後を絶たないことから、食品の生産から消
費に至るまでの総合的な安全対策が必要となっています。

安全・安心な消費生活の確保
 Ⅰ－2－ ③

 県民が、安全で安心な消費生活を送れる社会をつくります。

目標 Goal

現状と課題

県民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、市町村の消費生活相談体制の充実に向けた支
援や市町村と県消費者センターとの連携の強化を進めるとともに、消費生活相談窓口の周知を図ります。
また、関係機関と共に、消費者の自立支援、家族や地域での見守りの促進、若年者の消費者被害の未然
防止、適切な行動の促進、「エシカル消費」の普及促進に向けて、消費者教育や情報提供などの事業を推
進するとともに、悪質事業者に対する指導を強化します。
さらに、他人名義の預貯金口座や携帯電話など、犯罪を助長し、又は容易にする基盤となる「犯罪イン
フラ」を生まない社会づくりに資するため、口座詐欺や携帯電話不正取得詐欺等を積極的に取り締まるな
ど、犯行ツール対策を徹底するほか、関係機関・団体と連携して、複雑・巧妙化する犯罪手口に関する県民
への広報啓発活動を推進します。
そのほか、県内で製造、生産又は流通する食品の安全性の確保に努めます。

県民にとって身近な市町村における消費生活相談体制の充実・強化を図るため、研
修の充実等による相談員の資質向上や、高齢者など配慮を必要とする消費者に対する
家族や地域での見守りの促進などにより、どこに住んでいても適切な消費生活相談を
受けられる体制づくりを進めます。
また、消費生活相談業務においてデジタル技術の活用を進めることにより、消費者
の利便性向上・相談業務の改善に取り組みます。

Ⅰ－2－③－1 相談・支援体制の充実

市町村相談体制等への支援

県消費者センター等のデジタル技術の
活用を含めた相談体制の充実

地域の見守り体制の充実
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成年年齢の引下げ＊を踏まえ、教育機関と連携し、児童・生徒に対する消費者教育
を推進するとともに、保護者・教職員に対する情報提供の充実を図ります。
また、近年、多様化・複雑化する消費生活への対策として、デジタル化の進展や電
子商取引拡大により発生するリスクに関する情報発信や、カスタマーハラスメント防
止に向けて、適切な行動をとるための県民向け啓発などを行います。
加えて、「エシカル消費」や３Ｒ※（リデュース・リユース・リサイクル）によるごみ
の削減など、環境に配慮した消費行動の理解促進を図ります。

Ⅰ－2－③－2 多様化・複雑化する消費生活に
対応した消費者教育の推進

消費生活相談の様子  消費生活センター等での相談受付
（イラスト出典：政府広報オンライン）

適正な消費行動に向けた周知徹底の実施

消費者被害情報の提供

教育機関等との連携による
消費者教育の推進

コラムちば

防災ＤＸの推進
～被災者支援システム導入に向けて～
　被災者支援システムは、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書、各種被災者
支援の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を一元的に共有・
管理するシステムです。
　このシステムを活用することで、迅速かつ的確な被災者の生活再建に向けた支援が可能となります。
　能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが、住家被害認定調査の業
務効率化に大きく貢献したことから、本県においても全県での導入を目指し、取組を進めています。

コラムちば

流域治水

コラムちば

無電柱化の推進
　激甚化する災害に備え、災害時の電
柱倒壊による通行障害のリスクを低減
する無電柱化の推進が重要です。
　県では令和2年（2020年）3月に「千葉県無電柱
化推進計画」を策定し、無電柱化を推進していま
す。計画では、「防災」、「交通安全」、「景観」の3
つの観点で基本方針と整備目標を定めているとこ
ろです。
　令和7年（2025年）8月の「無電柱化推進のあ
り方検討委員会」では、激甚化する災害や想定さ
れる巨大地震へ備え、災害時の人命救助やライフ
ラインの復旧、孤立集落の解消などを目的とし
て、「優先的に無電柱化を推進する区間」の考え
方が示されたことから、県でも国と連携して無電
柱化を推進し、更なる防災力の強化に努めます。

　近年、全国各地で大きな水害が
発生しています。また、今後、気
候変動による降雨量の増大や水害の
激甚化・頻発化が予想されています。
　このような水害リスクの増大に備えるため、流域
のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減
させる治水対策が「流域治水」です。
　県では、一宮川水系をはじめとした、県内の12水
系で流域治水プロジェクトを策定し、調節池整備や
河川監視カメラの設置をはじめとした治水対策に取
り組むほか、農地、ため池等が持つ洪水調節機能の
有効活用を推進しています。

コラムちば

新興感染症に備えた体制整備
　今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びま
ん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県
と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染
症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました。
　これを踏まえて県では、協定の締結を進めるほか、平時からの備えとして、
感染症医療に従事する者等に対して研修及び訓練を実施しています。

コラムちば

ヘルメット着用の
努力義務化

コラムちば

ＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺
　「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐
欺」とは、ＳＮＳ等を通じて対面
することなく関係を深め、相手を信用させて金銭等
をだまし取る詐欺のことです。
　令和6年（2024年）の県内の被害は148件、約28
億円にのぼり、令和5年（2023年）の県内の被害の
36件、約6億円と比較して大幅に増加しています。
　ＳＮＳ等を活用した詐欺は年々手口が巧妙に
なっているため、日頃から最新の手口を把握して
おくことが重要です。県では、ＳＮＳ等で最新の
手口に関する広報・啓発を実施しています。

ＳＴＯＰ！ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
seikouan/bouhan/anzen/toushi.html
※ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害の数値については、令和5年は相手
方が外国人又は海外居住者を名乗ったもののみを対象とした。

　令和5年（2023年）4月1日から、
改正道路交通法により、全ての自転車利用者（同乗者
含む）のヘルメットの着用が努力義務になりました。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際
に、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。
　県内の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷
を負っており、自転車乗車中の事故被害を軽減する
ためにも、安全性を示すマークのついたヘルメット
を正しく着用し、頭部を守ることが重要です。

ちばサイクルール及び自転車乗車用
ヘルメットの着用促進について:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/
koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html

コラムちば

成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの防止
　令和4年（2022年）4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
18歳になれば保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで認めら
れていた18歳、19歳の未成年者取消権が認められなくなりました。
　これを受けて、県では、若者の消費者被害の未然・拡大防止のため、高校生向け
の教材の配布や教育現場で実践的な消費者教育を実施するための研修会などを実施
しています。
2022年4月1日から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意！:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/seinenhikisage.html
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不当な取引行為を行う事業者及び過大な景品類の提供や不当表示を行う事業者
に対する指導を強化するとともに、適切な指導を行うため、弁護士等の専門家との
協力体制の構築や、他都道府県・警察などの関係機関との情報共有を図ります。
また、ヤミ金融事犯や悪質商法事犯に対しては、積極的な取締りを実施するととも
に、被害の拡大を防止するため、犯罪に利用された預貯金口座を凍結するための金
融機関への情報提供や関係機関・団体と連携した啓発活動を行います。

Ⅰ－2－③－3 悪質事業者対策の強化

適正な取引・表示の推進

ヤミ金融事犯や悪質商法事犯対策の推進

悪質・巧妙化する手口の県民への周知
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防災ＤＸの推進
～被災者支援システム導入に向けて～
　被災者支援システムは、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書、各種被災者
支援の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を一元的に共有・
管理するシステムです。
　このシステムを活用することで、迅速かつ的確な被災者の生活再建に向けた支援が可能となります。
　能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが、住家被害認定調査の業
務効率化に大きく貢献したことから、本県においても全県での導入を目指し、取組を進めています。

コラムちば

流域治水

コラムちば

無電柱化の推進
　激甚化する災害に備え、災害時の電
柱倒壊による通行障害のリスクを低減
する無電柱化の推進が重要です。
　県では令和2年（2020年）3月に「千葉県無電柱
化推進計画」を策定し、無電柱化を推進していま
す。計画では、「防災」、「交通安全」、「景観」の3
つの観点で基本方針と整備目標を定めているとこ
ろです。
　令和7年（2025年）8月の「無電柱化推進のあ
り方検討委員会」では、激甚化する災害や想定さ
れる巨大地震へ備え、災害時の人命救助やライフ
ラインの復旧、孤立集落の解消などを目的とし
て、「優先的に無電柱化を推進する区間」の考え
方が示されたことから、県でも国と連携して無電
柱化を推進し、更なる防災力の強化に努めます。

　近年、全国各地で大きな水害が
発生しています。また、今後、気
候変動による降雨量の増大や水害の
激甚化・頻発化が予想されています。
　このような水害リスクの増大に備えるため、流域
のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減
させる治水対策が「流域治水」です。
　県では、一宮川水系をはじめとした、県内の12水
系で流域治水プロジェクトを策定し、調節池整備や
河川監視カメラの設置をはじめとした治水対策に取
り組むほか、農地、ため池等が持つ洪水調節機能の
有効活用を推進しています。

コラムちば

新興感染症に備えた体制整備
　今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びま
ん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県
と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染
症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました。
　これを踏まえて県では、協定の締結を進めるほか、平時からの備えとして、
感染症医療に従事する者等に対して研修及び訓練を実施しています。

コラムちば

ヘルメット着用の
努力義務化

コラムちば

ＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺
　「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐
欺」とは、ＳＮＳ等を通じて対面
することなく関係を深め、相手を信用させて金銭等
をだまし取る詐欺のことです。
　令和6年（2024年）の県内の被害は148件、約28
億円にのぼり、令和5年（2023年）の県内の被害の
36件、約6億円と比較して大幅に増加しています。
　ＳＮＳ等を活用した詐欺は年々手口が巧妙に
なっているため、日頃から最新の手口を把握して
おくことが重要です。県では、ＳＮＳ等で最新の
手口に関する広報・啓発を実施しています。

ＳＴＯＰ！ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
seikouan/bouhan/anzen/toushi.html
※ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害の数値については、令和5年は相手
方が外国人又は海外居住者を名乗ったもののみを対象とした。

　令和5年（2023年）4月1日から、
改正道路交通法により、全ての自転車利用者（同乗者
含む）のヘルメットの着用が努力義務になりました。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際
に、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。
　県内の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷
を負っており、自転車乗車中の事故被害を軽減する
ためにも、安全性を示すマークのついたヘルメット
を正しく着用し、頭部を守ることが重要です。

ちばサイクルール及び自転車乗車用
ヘルメットの着用促進について:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/
koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html

コラムちば

成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの防止
　令和4年（2022年）4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
18歳になれば保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで認めら
れていた18歳、19歳の未成年者取消権が認められなくなりました。
　これを受けて、県では、若者の消費者被害の未然・拡大防止のため、高校生向け
の教材の配布や教育現場で実践的な消費者教育を実施するための研修会などを実施
しています。
2022年4月1日から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意！:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/seinenhikisage.html
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不当な取引行為を行う事業者及び過大な景品類の提供や不当表示を行う事業者
に対する指導を強化するとともに、適切な指導を行うため、弁護士等の専門家との
協力体制の構築や、他都道府県・警察などの関係機関との情報共有を図ります。
また、ヤミ金融事犯や悪質商法事犯に対しては、積極的な取締りを実施するととも
に、被害の拡大を防止するため、犯罪に利用された預貯金口座を凍結するための金
融機関への情報提供や関係機関・団体と連携した啓発活動を行います。

Ⅰ－2－③－3 悪質事業者対策の強化

適正な取引・表示の推進

ヤミ金融事犯や悪質商法事犯対策の推進

悪質・巧妙化する手口の県民への周知
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県の機関による食品の理化学検査

提供：成田国際空港株式会社

Ⅰ－2－③－4 食の安全と消費者の信頼確保

食品等営業施設の監視指導

検査機器等の整備及び精度管理の徹底

県内で製造・生産・流通する食品等の検査

食品の適正表示

農林水産業における
肥料・農薬等の適正使用の推進（再掲）

食品等の安全・安心を確保するため、食品等関連営業施設への効果的な監視指
導や食品検査を実施するとともに、食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰ※に沿った衛生
管理の指導を実施します。
また、県民の健康の保護を最優先し、食品の生産から消費に至る総合的な安全対
策及び食品の安全性に関するリスクコミュニケーション※を実施します。

水産物、林産物等における
放射性物質等のモニタリング検査の実施

食品等事業者に対するHACCPに沿った
衛生管理の指導

リスクコミュニケーションの開催

県の機関による食品のGMO検査
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